
（12）記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込

お知らせ

日 容 儡所 定対 申

　
軽
ト
ラ
市
で
お
買
い
上
げ
い
た
だ

い
た
方
に
、
野
木
町
産
こ
し
ひ
か
り

無
料
配
布
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
10
月
16
日（
日
）９
時
～
13
時

所
町
役
場
駐
車
場

新
た
に
住
宅
を
取
得
さ
れ
た

方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

問
都
市
整
備
課
　
撒（
５７
）４
１
６
６

定
住
促
進
補
助
金

対
象
者

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

①�
転
居
又
は
転
入
に
よ
り
新
た
に
専

用
住
宅
、
併
用
住
宅
又
は
区
分
所

有
建
物
を
取
得
す
る
方

②�

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
32

年
３
月
31
日
ま
で
に
住
宅
を
取
得

し
、
取
得
か
ら
１
年
以
内
に
入
居

し
、
か
つ
そ
の
住
宅
に
５
年
以
上

定
住
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
方

③�

住
宅
を
取
得
し
た
時
点
で
50
歳
以

下
④
入
居
す
る
世
帯
員
が
２
名
以
上

⑤�

取
得
し
た
住
宅
が
共
有
名
義
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者

対
象
住
宅

　
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
32

年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
新
築

住
宅
又
は
中
古
住
宅
と
し（
た
だ
し
、

建
て
替
え
に
よ
り
取
得
し
た
住
宅
は

災
害
時
に﹃
井
戸
﹄の
提
供
を
！

野
木
町
災
害
時
協
力
井
戸

問
総
務
課
　
　
　
撒（
５７
）４
１
１
２

　
大
規
模
な
地
震
な
ど
災
害
が
発
生

し
た
場
合
、
断
水
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
町
で
は
、
水
道
が
使
用
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
、「
飲
み
水
以
外
」

の
洗
濯
、
ト
イ
レ
等
に
使
用
で
き
る

生
活
用
水
と
し
て
『
井
戸
』
を
無
償

で
提
供
し
て
い
た
だ
け
る
ご
家
庭
・

事
業
所
等
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

提
供
い
た
だ
い
た
方
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
野
木
町
災
害
時
協
力
井
戸
」

と
し
て
登
録
・
公
表
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ご
提
供
い
た
だ
く
井
戸
は
、「
生

活
用
水
と
し
て
の
使
用
に
不
適
当
な

水
質
で
な
い
こ
と
」
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

第
５
回
の
ぎ
軽
ト
ラ
市

問
町
商
工
会
　
　
撒（
55
）２
２
３
３

　
産
業
課
　
　
　
撒（
５７
）４
１
５
３

　
本
年
度
も
昨
年
に
引
き
続
き
「
第

５
回
の
ぎ
軽
ト
ラ
市
」
を
プ
レ
ミ
ア

ム
商
品
券
発
売
日
に
合
わ
せ
開
催
し

ま
す
。

除
く
。）、
取
得
し
た
住
宅
が
建
築
基

準
法
及
び
都
市
計
画
法
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
。

交
付
額
　

　
新
築
住
宅
15
万
円
、
中
古
住
宅

10
万
円

交
付
回
数
　

　
交
付
を
受
け
る
同
一
世
帯
に
対
し

て
１
回
限
り

補
助
金
の
申
請

　
住
宅
を
取
得
し
て
か
ら
１
年
以
内

に
補
助
金
交
付
申
請
書
及
び
次
の
書

類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

世
帯
全
員
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住

民
票
謄
本

②
定
住
誓
約
書

③�

建
物
登
記
簿
の
全
部
事
項
証
明
書

の
写
し

④
建
物
の
平
面
図
及
び
位
置
図

⑤�

町
外
か
ら
の
転
入
者
に
つ
い
て

は
、
直
近
の
住
所
地
で
の
納
税
証

明
書

⑥�

未
登
記
家
屋
に
あ
っ
て
は
、
取
得

関
係
が
わ
か
る
書
類

水
道
料
金
等
徴
収
業
務

委
託
に
つ
い
て

問
上
下
水
道
課
　
撒（
５７
）４
１
４
６

　
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
業

務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
水
道
料

金
等
徴
収
業
務
を
民
間
に
委
託
し
ま

し
た
。
委
託
会
社
お
よ
び
委
託
業
務

は
次
の
と
お
り
で
す
。

受
託
業
者
名
　

　
株
式
会
社
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー
テ
ッ

ク
ス

委
託
期
間

　
10
月
１
日
～
平
成
31
年
９
月
30
日

業
務
内
容

・
窓
口
受
付
業
務

・
引
越
し
な
ど
に
よ
る
水
道
の
開
閉

　
栓
業
務

・
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
業
務

・
水
道
料
金
等
徴
収
業
務

・
未
納
料
金
の
滞
納
整
理
業
務

・
料
金
等
の
各
種
問
合
せ
に
関
す
る

　
業
務
等

※�

受
託
業
者
の
社
員
や
検
針
員
が
訪

問
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
身
分
証

明
書
を
携
行
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
不
審
に
思
わ
れ
る
場
合
に

は
提
示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
�


